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• 新しい在留管理制度の下では、中・長期在留者は日本の住民基本台帳制度の対象となります。
• 中・長期在留者は、住所を定めてから 14日以内に、住居地の市区町村の窓口に届出をしてく

ださい。
• 中・長期在留者は、住所を変更したときは、変更後の住所に移転した日から 14日以内に移転

先の市区町村の窓口に届け出てください。
• 同じ市区町村内で引越しをする場合は、その住居地の市区町村の窓口に届出をしてくださ

い。
• 別の市区町村へ引越しをする場合は、現在の住居地の市区町村窓口と、引越し先の市区町

村窓口へ届出をしてください。
• 日本を離れる場合は、市区町村窓口まで届出をしてください。

• 住所の (変更 )届出を行うと、在留カードの裏に住所が記載されます。

申請手順 
1.	 以下の書類を市区町村窓口へ提出してください。

• パスポート
• 在留カード
• 住民異動届（各市区町村で入手できます。）

2.	 完了後、国民健康保険に加入してください。
3.	 新しい在留カードが交付されたら、在留資格確認書類 /資格外活動	届出用紙を提出してくださ

い。
• 市区町村は登録された住所に個人番号が記載された個人番号通知書を郵送します。

https://www.juntendo.ac.jp/english/juic/visas_j.html





